










232.神功皇后の銭

山津照神社は坂田郡近江町能登瀬に鎮座する。当神

社はかつては青木大党天皇、青木大明神、または青木

宮と栴した。その起因は鎮座の地を青木の里と呼ぶこ

とにあるらしい。青木の地名は、「あふきjから来てお

り、古代豪族の墳墓(現在の境内の山津照神社吉墳か)

を一般の民が仰ぎ尊んだことから「仰ぎの盟jという

名が付いたらしい。

また他の説によると平安時代の神仏習合により、山

津照神社にも別寺を置いて社坊とし、その寺の僧によ

って神に奉仕することとなったらしい。当社に社坊の

置かれた年代は定かではないが、藤原鎌足より 13代の

孫の青木武蔵守頼忠、が入道してこの地に住んだという。

その後彼の子孫が職を受け継いで、いき、両氏の 5代に

わたる祖先たちを合記したので、青木大発天皇と檎さ

れるようになったという。

青木大党天皇は明治の初めの神仏分離により、社名

を山津照神社と改め、国常立尊を祭神とし、青木氏 5

代の祖神は別に社を立てて分記された。

山津照神社には f神功皇后の鍛Jという社宝がある。

神功皇后が新羅に出兵する際に用いたものである、と

いう伝承が残っている。{云承の内容から考えると 5世

紀代の遺物ということになる。

の鍛は全長120cm余りのものであるが、

刀部も柄部も鉄からなる。万部はやや厚めの 1枚の鉄

板で打庄痕等は見当たらない。柄の上部にはツパ止め

のような装飾が 2街所みられ、他の装飾品の取り付け

部分のようにも見える。「神功皇后の鍛jの注目すべき

機能は、柄に長い槍が内蔵されていることである。鍛

の柄を持って勢いよく前方に突き出すことにより、内

蔵された槍が柄から射出される仕組みになっている。

射出された槍はそのまま柄から外へ飛び、出すわけでは

なく、槍の下端部にある小さなドーム型の返しが柄の
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内蔵する檎を伸ばした「神功皇后の鋭J

上端部の小さな穴に号|っ掛かつて回定され、外への飛

び出しを食い止めるようになっている。槍を伸ばした

状態の鍛の全長は 2m以上にもなる。

5世紀代に主に用いられた鉄斧は、木柄装着用に鉄

板を折り曲げてつくられた袋部をもっ有袋鉄斧と呼ば

れるものなどがある。「神功皇后の鍛Jは考古資料にみ

られる鉄斧とは全く異なる形態をとり、槍の機能まで

も有している。当時のものとは考えがたい。おそらく

後世の珍品に当地域に存在した古代豪族・息長氏に関

する伝承が結びつき、明治の初めの神仏分離のときに

混入してきたのであろう。しかしながら J官、長氏の本拠

地とされる地に、「神功皇后の鍛」という名でひっそり

と息長氏の栄光が今もなお残っているのは意義あるこ

とではないだろうか。

(重田 勉)

※鉱の写真撮影、および執筆にあったっては宮崎幹也

氏の協力を得た。この場を借りて感謝の意を表する。
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